
　　■行政オンラインシステムにおける『道路区域明示申請』『土地境界確定協議申出』手続きの流れ

申請者

大阪市

建設局

……行政オンラインシステムでの手続きの流れ

……行政オンラインシステム外での手続きの流れ

申請・受付・審査                                              手数料納付原本確認書類（土地の登記事項証明または土地登記簿謄本の原本提出が必要） 受付票兼引換書発行

②【審査開始】
・申請書内容の確認

・必要書類の確認

・認定道路等の隣接確認

・土地所管の確認

⑦【審査完了】

③-1【差戻し】
・申請書内容の不備

・必要書類の不備 等

①【オンライン申請】
・申請内容の入力

・必要書類のアップロード

【オンライン再提出】
・申請内容の修正

・必要書類の再アップロード

③-2【申請却下】
・認定道路等の隣接なし

・境界確定協議土地の不存在

▲

通知

④【提出依頼】
・「土地の登記事項証明書または

土地登記簿謄本」（原本）

▲

通知

⑤【提出】
・「土地の登記事項証明書または

土地登記簿謄本」（原本）

▲

通知

⑥【原本確認】

▼原本提出

（窓口または送付）

⑧【手数料確定】

▲

通知

⑨【手数料支払】
・道路区域明示のみ

（土地境界確定協議は無料）

⑩【手数料納付確認】

申請内容の不備 申請受付不可
申請受付可

（申請内容審査完了）

※原本確認書類の提出依頼

【手続き終了】

▲

通知

▲

通知

▲

通知

▲

通知

※担当からの連絡をお待ちください

【オンライン申請手続き完了】

【受付票兼引換書】

ダウンロード


